
地域の実情と課題

連携団体

今後の課題

事業の効果

ながさき女性活躍アクティブプラン（企業における女性活躍推進事業）【長崎県】

目的・目標

事業の特徴

H28.12.31日時点で、女性活躍推進法の行動計画を策定した従業
員300人以下の事業所数は7社のみであり、策定割合は全国平均の
1/5程度に留まっている。
また、指導的地位に占める女性の割合は依然として低く、その主な

理由は、必要な知識や経験を有する女性がいないことや女性が希
望しないことが挙げられる。
以上の現状から、女性の活躍を一層推進するためには、行動計画

策定・実行を通じた働きやすい職場環境整備と、職域及び地域にお
ける指導的地位に占める女性を増やすための女性人材の育成等が
課題となっている。

【目標①】地域別説明会・個別相談会参加事業所数（アウトプット）
90事業所 実績：40事業所

【目標②】ミドルマネジメント講座受講者数（年間）（アウトプット）
90人 実績：65人

「ながさき女性活躍推進会議」

長崎県商工会議所連合会、長崎県商工会連合会、長崎県中小企
業団体中央会、長崎県経営者協会、長崎経済同友会、長崎都市
経営戦略推進会議、大学等

・地域別説明会・個別相談会参加事業所に対するアンケートによる
と、半数以上の事業所が「行動計画策定を検討する」と回答してい
るが、中小企業において、実際に計画を策定するまでにはさらなる
支援と時間が掛かる。

・女性人材育成講座においては、女性人材育成に対する事業所の
取組において、地域ごとの差がある。

・事業の一部を経済団体に委託することで、他の経済団体や企業等
とのより深い連携を図った。

・南北に細長い本県の地理的特性を考慮した上で、県内各地で行動
計画策定に係る説明会・相談会や、女性人材育成のための講座を
実施した。

・説明会・相談会に40事業所が参加し、具体的な説明・助言により、
行動計画策定を通じた女性が活躍する働きやすい職場環境づくり
が浸透してきた。

・女性人材育成講座に65人が参加し、管理職として必要な知識修得
を支援することによって、受講者のスキル向上が図られた。



事業の概要

（１）行動計画策定に係る説明会・相談会

・女性活躍推進法に係る一般事業主行動計画の策定を促進するた

め、人事労務担当者向けに、行動計画策定につなげる説明会及び

個別相談会を県内３地区で各２回実施した。

（２）女性人材育成講座・受講者ネットワーク構築

・県内企業の女性管理職候補者等に対して、県内３地区において、管理職と

しての基本的な考え方や、部下の育成、チームへの関わり方など、人材育成

講座を実施した。

・H29年度は新たに、講座受講者の相互研鑽等を目的として、講座受講後の

成果報告会や管理職（候補）としての職場実践に関する意見交換などを行う

交流会を実施した。各地区の講座の修了生等の交流の場を設けることによっ

てネットワークを構築し、管理職として活躍する自信とモチベーションの向上

を図った。

（説明会開催状況）

（女性人材育成講座チラシ）
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